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⚠労働安全衛生規則改正に伴う一部手続きの電子申請が義務化されました   

労働安全衛生規則の改正により、令和７年１月１日以降、労働者死傷病報告ほか一部手続きの電子

申請が義務化されました。 

 

◆電子申請が義務化された手続き 

・総括安全衛生管理者／安全管理者／衛生管理者／産業医の選任報告 

・定期健康診断結果報告 

・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 

・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 

・労働者死傷病報告 

・有機溶剤等健康診断結果報告 

・じん肺健康管理実施状況報告 

 

◆従来の様式の廃止 

令和７年１月１日以降は、従前の労働安全衛生規則様式は使用できなくなりました。ただし、パソ

コン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には、当分の間、書面による報告も

可能です。書面により報告する場合は、厚生労働省の webページから様式のダウンロードを行い、所

轄の労働基準監督署へ提出してください。 

 

◆電子申請に便利な入力支援サービス 

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用すると、届出する様

式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報を e-Govを介して直接電子申請したりすること

ができます。また、入力した情報は使用した端末に保存できるので、作業の一時中断や、再申請など

の場合に再利用が可能となります。 

 

 既に多くの手続きが電子申請可能となっていますが、新たに義務となったものについては、今一度確

認しておきましょう。 



 

 

 

⚠４月より改正育児介護休業法が施行されます               

 令和７年４月より改正育児介護休業法が施行されます。（一部は令和７年１０月から施行） 

 

◆主な改正ポイントは以下のとおりです。 

 ・子の看護休暇が小学校３年生修了まで延長 

 ・子の看護休暇の除外できる労働者から「継続雇用期間６か月未満」を削除 

・残業免除の対象を「小学校就学前」まで拡大 

・介護休暇の除外できる労働者から「継続雇用期間６か月未満」を削除 

・介護離職防止のための雇用環境整備が必須に 

 

 現状運用している就業規則（育児介護休業規程）の改定が必要になりますので、施行に向けて早めに

準備しましょう。 

 

令和７年介護職員等処遇改善加算における特例措置について         

◆介護職員の賃上げ・定着が急務 

  令和６年の介護事業者の倒産件数は全国で 172件と、介護保険制度発足以降最多となりました。介

護報酬改定による影響なども指摘され、政府は「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済

対策」（令和６年 11月 22日閣議決定）にて、人手不足の解消や職員の定着を図るための包括的な取

組みとして、令和６年度補正予算に補助金の支給を盛り込みました。 

 また、令和７年介護職員等処遇改善加算の申請において特例措置も講じられます。 

 

◆さらなる賃上げ等を支援するための補助金 

  補助金は、「介護職員等処遇改善加算」を取得している事業所を対象に交付されます。 

交付の条件は、生産性向上や職場環境改善に向けた具体的な取組みのための計画を策定し、都道府県

に提出することです。補助金の交付を受けた場合の実績報告書の提出も必要となります。 

 

◆さらなる処遇改善加算の取得促進のための要件弾力化 

  もう１つの特例措置は、さらなる処遇改善加算の取得促進のための要件弾力化です。 

介護職員等処遇改善加算の取得要件のうち、キャリアアップ要件と職場環境等要件について弾力化が

なされます。 

さらに申請様式の簡素化として、要件を満たしているかをチェックリスト形式で確認する方法が導

入されます。 

 

◆２月の申請受付分から適用開始 

  第 243回社会保障審議会介護給付費分科会（令和６年 12月 23日）にて、これらの特例措置が示さ

れて以降、詳細はまだ明らかにされていません。 

  



 

 

 

令和７年度介護職員等処遇改善加算の申請に向けて、最新情報をチェックしておきましょう。 

 

高年齢者の雇用状況                           

～厚生労働省「令和６年 高年齢者雇用状況等報告」より 

◆65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況 

厚生労働省は、従業員 21人以上の企業 237,052社からの報告に基づき、高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律で義務付けられている「高年齢者の雇用等に関する措置」について、令和６年６月１

日時点での企業における実施状況等を取りまとめ、公表しています。 

  それによれば、65歳までの高年齢者雇用確保措置について「継続雇用制度の導入」により実施して

いる企業が 67.4％［前年比 1.8ポイント減少］、「定年の引上げ」により実施している企業は 28.7％

［同 1.8ポイント増加］となっています。 

 

◆70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況と定年制の状況 

  また、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 31.9％［同 2.2ポイント増加］とな

っており（中小企業では 32.4％［同 2.1ポイント増加］、大企業では 25.5％［同 2.7ポイント増

加］）、65歳以上定年企業（定年制の廃止企業を含む）は 32.6％［同 1.8ポイント増加］となってい

ます。 

  就業確保措置を実施済みの企業について措置内容別に見ると、定年制の廃止は 3.9％［変動なし］、

定年の引上げは 2.4％［同 0.1ポイント増加］、継続雇用制度の導入は 25.6％［同 2.1ポイント増

加］、創業支援等措置の導入は 0.1％［変動なし］となっています。 

 

◆人手不足への対応 

現在、多数の企業が人手不足を実感している中、人材確保は企業経営にとって死活問題となってい

ます。高齢者の雇用、活用は、このような人材確保の面からも今後さらに重要テーマとなっていくこ

とでしょう。 

 

東京都がカスハラ防止指針を公表しました                 

◆東京都のカスハラ防止指針 

カスタマー・ハラスメント（以下、「カスハラ」という）の防止を目的に、昨年 10月に東京都が全

国で初の条例を公布したのは記憶に新しいところです。今般、この条例に基づき、カスハラ防止のた

めに必要な事項を定める「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針（ガイドライン）」が公表

されました。東京都では遵守が求められますし、そのほかの地域においても参考となる内容です。指

針では、①カスハラの定義と禁止、②顧客等、就業者及び事業者の責務、③都の施策、④事業者の取

組み等について詳しく解説しています。 

 

◆自社での対応の参考に 

条例では、カスハラの定義を❶顧客等から就業者に対し、❷その業務に関して行われる著しい迷惑



 

 

 

行為であって、❸就業環境を害するものとしており、指針ではそれぞれの考え方を具体的に示してい

ます。代表的な行為類型にも触れ、例えば「就業者への土下座の要求」や「就業者を拘束する行動」

などの行為は刑法にも触れる可能性があると説明しています。 

また、事業者に求められる取組みとして、①カスハラ対策の基本方針・基本姿勢の明確化と周知、

②カスハラを行ってはならない旨の方針の明確化と周知、③相談窓口の設置、④適切な相談対応の実

施、⑤相談者のプライバシー保護に必要な措置を講じて就業者に周知、⑥相談を理由とした不利益な

取扱いを行ってはならない旨を定め周知、⑦現場での初期対応の方法や手順の作成、⑧内部手続（報

告・相談、指示・助言）の方法や手順の作成、⑨事実関係の正確な確認と事案への対応、⑩就業者の

安全の確保、⑪就業者の精神面及び身体面への配慮、⑫就業者への教育・研修等、⑬再発防止に向け

た取組みを挙げて、それぞれ対応のポイントを示しています。 

自社での対応を検討する際に参考となるでしょう。 

 

有給休暇の取得率上昇とプレゼンティーイズム               

◆年次有給休暇の取得率は 10年で急上昇 

厚生労働省から令和６年「就労条件総合調査」の結果が公表されました。 

令和５年の１年間に企業が付与した年次有給休暇（繰越日数を除く。）の取得率は 65.3％（同

62.1％）となり、昭和 59年以降最も高くなっています。10年ほど前には 40％台後半でしたので、実

に 20パーセントポイントほども急上昇していることになります。 

 

◆プレゼンティーイズム 

こうした流れの中で、職場の管理職の中には「最近の若い者は休みばっかり取っている」と感じる

向きがあるかもしれません。もしかすると、それは「プレゼンティーイズム」に陥っているからかも

しれません。プレゼンティーイズムとは、単に職場に物理的に存在することを重視する傾向や、長時

間労働を美徳とする考え方を指します。実際の生産性や成果よりも、職場にいることを偏重する誤っ

た労働観、という意味で使われる言葉です。 

プレゼンティーイズムに凝り固まるのは問題がありますが、一方で、その場にいないとコミュニケ

ーションが不足したり報連相がスムーズにいかなくなるのも事実でしょう。新しい連絡ツールなどが

いろいろと登場しているとはいえ、その場にいること、リアルな対面での情報交換の重要性が消えて

なくなることはないでしょう。何事もバランスの問題かもしれません。バランスの取れた判断をする

ためには職場のリーダーや管理者の意識が重要となります。「会社の売上が減っているのに休みばっ

かり取って……」と不満を抱えて憂鬱になるより、売上減の要因を探って対策を考えるほうが建設的

でしょう。 

 

◆社内規程のアップデートも忘れずに 

時代に適合しない企業は生き残れません。リーダーの考え方にアップデートの余地がないか、ちょ

っと立ち止まって考えてみるのも有益かもしれません。もちろん、就業規則などの社内規程のアップ

デートも忘れずにしておきましょう。 

 



 

 

 

障害者の雇用状況と法定雇用率引上げ                   

厚生労働省は令和６年 12月 20日、令和６年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。障害

者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率。民間企業において

は 2.5％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

 

◆民間企業における雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新 

民間企業（常用労働者数が 40.0人以上の企業：法定雇用率 2.5％）に雇用されている障害者の数は

67万 7,461.5人（３万 5,283.5人増、対前年比 5.5％増）、実雇用率 2.41％（対前年比 0.08ポイント

上昇）で、雇用障害者数、実雇用率いずれも過去最高を更新しています。一方で、法定雇用率達成企

業の割合は 46.0％（対前年比 4.1ポイント低下）となっています。 

 

◆雇用者の内訳では、精神障害者の雇用増加の伸び率が大きい 

雇用者のうち、身体障害者は 36万 8,949.0人（対前年比 2.4％増）、知的障害者は 15万 7,795.5人

（同 4.0％増）、精神障害者は 15万 717.0人（同 15.7％増）と、いずれも前年より増加しています。

特に精神障害者の伸び率が大きくなっています。 

 

◆法定雇用率未達成企業の状況 

  法定雇用率の未達成企業は６万 3,364社で、そのうち、不足数が 0.5人または１人である企業（１

人不足企業）が、64.1％と過半数を占めています。また、障害者を１人も雇用していない企業（０人

雇用企業）は３万 6,485社であり、未達成企業に占める割合は、57.6％となっています。 

  法定雇用率は、令和８年度に 2.7％へと段階的に引き上げられます。企業は継続して障害者雇用の

推進に取り組む必要があります。 

 

外国人の雇用実態に関する初の調査結果から                

◆外国人雇用実態調査とは 

  厚生労働省は、「令和５年外国人雇用実態調査」の結果を公表しました。この調査は、外国人労働

者を雇用する事業所における外国人労働者の雇用形態、賃金等の雇用管理の状況および当該事業所の

外国人労働者の状況、入職経路、前職に関する事項等について明らかにすることを目的として、初め

て実施されました。 

  同調査は、雇用保険被保険者５人以上かつ外国人労働者を１人以上雇用している全国の事業所およ

び当該事業所に雇用されている外国人常用労働者が対象で、抽出された 9,450事業所のうち有効回答

を得た 3,534事業所および１万 1,629人について集計しています。調査結果のポイントは以下の通り

です。 

 

◆事業所に対する調査 

外国人労働者数（雇用保険被保険者数５人以上事業所）は約 160万人で、在留資格別にみると、

「専門的・技術的分野」が 35.6％、「身分に基づくもの」が 30.9％、「技能実習」が 22.8％となって



 

 

 

います。 

一般労働者が毎月きまって現金で支給される給与額（超過勤務手当を含む）は 26万 7,700円で、

１か月の総時間（所定内実労働時間）は 155.8時間、超過実労働時間は 19.8時間となっています。 

外国人労働者を雇用する理由は、「労働力不足の解消・緩和のため」が 64.8％と最も高く、次いで

「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が 56.8％、「事業所の国際化、多様性の向上を図

るため」が 18.5％、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」が 16.5％となっています。 

 

◆労働者に対する調査 

  外国人労働者の国籍・地域をみると、ベトナムが 29.8％と最も多く、次いで中国（香港、マカオ

含む）が 15.9％、フィリピンが 10.0％となっています。 就労上のトラブルや困ったことについて

は、「なし」が 82.5％、「あり」が 14.4％と回答しています。「あり」と回答した人の内容（複数回

答）をみると、「紹介会社（送出し機関含む）の費用が高かった」が 19.6％、「トラブルや困ったこと

の相談先がわからなかった」が 16.0％、「事前の説明以上に高い日本語能力が求められた」が

13.6％、「その他」が 34.5％となっています。 

 今後、外国人の雇用を検討する際の参考としてください。 

 

2 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］                    

1日 

○贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］ 

 

10日 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

17日 

○所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］ 

※なお、還付申告については２月１４日以前でも受付可能。 

 

28日 

○じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 


